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安心して働き続けられる職場をめざして
～安全衛生活動に取り組もう～

自治労本部 総合労働局

法対労安局長 上野 友里子

2024年6月5日（水）

第２回ブロック活動者学校

はじめに

安全と健康が確保された快適な職場環境で業務を行うこと
は、働くすべての人の願いであり、事業者には、この安全と
健康が確保された快適な職場環境の維持を配慮する義務があ
ります。

安全衛生上の措置は事業者が一方的に行えばいいというも
のではなく、働く人の協力を得てその意見を聴き、洗い出さ
れた様々な問題点について、効果的な対策を講じていく必要
があります。
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労働安全衛生とは？

労働者の「安心」「安全」「快適」な職場環境のために、
そのことを守り作る（整える）こと。

「労働災害を避ける」
「労働災害の対応」が

整っている、コト

労働安全衛生とは？
・「今、そこにある危機」を未然に防ぐこと

・個人だけではなくて、

組織（職場）で対応していくこと

・身体的な「危機」だけでなく、

精神的な「危機」にも対応すること
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労働災害の課題と現状

労働災害の中には、何が入るだろう？

庁舎が古くなって、タイルがはがれていたとこ
ろに躓いて、転んだ

電化製品のコードが床に這っていたため、躓い
た

ロッカーの上の荷物が、滑り落ちてきた

長時間労働が原因の、脳血管疾患を発症した

書類を積んだ台車が、廊下が下り坂だったため、自然
走行しぶつかりそうになった

風で事務所のドアが突然閉じ、指を挟まれた

公用車が日向に置いてあり、シートベルトの金具で軽い
熱傷

たこ足配線のプラグに、コーヒーをこぼし、ブレーカー
が落ちた

隧道調査で隧道内が酸欠で、気分不快になった

ハラスメントが原因の精神疾患で、長期病休者が出た

労働災害の課題と現状

厚生労働省「令和4年労働災害発生状況」より
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労働災害の課題と現状

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会「公務災害の現況」より

前年度に比べ 4,072 件
（15.9％）増加

労働災害の課題と現状

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会「地方公務員健康状況等の現況の概要」より
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労働災害の課題と現状

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会「地方公務員健康状況等の現況の概要」より
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労働災害の課題と現状

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会「地方公務員健康状況等の現況の概要」より
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一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会「地方公務員健康状況等の現況の概要」より
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労働災害の課題と現状

総務省「令和４年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」より

安全衛生委員会とは？

一定の基準に該当する事業場では、安全委員会、衛生
委員会（または両委員会を統合した安全衛生委員会）
を設置しなければならないとしている。

一定の基準とは…

事業者は、すべての業種において、常時使用する労働
者数が50人以上となる場合に、事業場ごとに衛生委員会
を設置しなければなりません。
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安全衛生委員会とは？

安全衛生委員会とは？

安全委員会や衛生委員会においては、労働災害防止の取
り組みを労使が一体となって行うために、労働者の危険
又は健康障害を防止するための基本となるべき対策など
の事項（労働安全衛生規則21条・22条で定める調査審
議事項）について、調査審議を行う。

※議長以外のメンバーの半数については、当該事業場の
過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の推薦
に基づいて指名しなければなりません。
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安全衛生委員会とは？

安全衛生委員会の使命

職場巡視で、「今そこにある危機」（労働災害）を指摘、
是正

労使同数の委員会で、長時間労働の職場を把握し、対応策
を協議

労使でメンタルヘルス、ハラスメントの共通認識を持つた
めの学習会開催やその対応策を協議

健康増進活動、全員が受診できる健康診断、予防接種など
の計画

お互い、労使交渉ではないことを、意識しましょう

安全衛生委員会とは？

安全衛生委員会の年間予定例
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職場巡視

職場巡視とは

職場の安全衛生に関する状況を確認

危険・有害要因やリスクを見つけ

出す

危険個所、危険要因を指摘

改善事項を検討

改善勧告！

職場巡視
安全衛生委員会で課題を共有する。

すぐに対応できるところは、直ちに是正！

片付けや、安全装置での保護など

マニュアルの整備、シンボルマーク、危険マークなどの掲示と周知

 予算措置が必要な場合もある。

 組合員からの声も聞いてみる。

 数か月後（年間スケジュールに則り）再度巡視し、改善されたかどうか、
改善計画があるかなどを確認。
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メンタルヘルス対策
休務に至った理由って？

最も多かった理由は「職場の対人関係」、２番めに多かった理由は「業務
内容」でした。地方公務員には「安定した職場」というイメージが根強く
ありますが、定数削減による業務の増加、顧客満足度重視や住民サービス
の向上など、実際に働いてみて業務内容に困難を感じる人も少なくないよ
うです。

職場の対人関係
（上司、同僚、部下）

60.7％

業務内容

（困難事案）

42.8％

本人の性格

30.9％

資料：総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室「2020年度地方公務員のメンタルヘルス対策にかかるアンケート調査」
※各団体のメンタルヘルス対策担当者の判断で回答

メンタルヘルス対策
あなたのストレスをチェックしよう

資料：中央労働災害防止協会「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの見直しに関する調査研究報告書」2023年度改定版

●最近1か月間の自覚症状
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メンタルヘルス対策
あなたのストレスをチェックしよう

資料：中央労働災害防止協会「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの見直しに関する調査研究報告書」2023年度改定版

●最近1か月間の勤務の状況

メンタルヘルス対策
チェック結果を確認してみましょう

資料：中央労働災害防止協会「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの見直しに関する調査研究報告書」2023年度改定版
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メンタルヘルス対策
ストレス要因とストレス反応

メンタルヘルス対策
メンタルヘルスもマネジメントが重要

メンタルヘルスの不調は、ストレスに
よって引きおこされます。職場では、仕事
のこと、人間関係、労働時間、プライベー
トとの両立など少なからずストレスを抱え
ることになります。

「健康管理のことなんて放っておいてほし
い」

「自分は、多少無理しても頑張れる」

↓

これから先、長く、生き生きと働き続ける
ためには、心身ともに健康でなければなり
ません。

職場は、労働者に対して安全配慮義務
を負いますが、同時に働く皆さんにも、
自分の健康を自分で守る自己保健義務を
果たす必要があるのです。

↓ つまり…

「自分の身は自分で守る」

セルフケア意識をもつことは重要です

※安全配慮義務：従業員が安全かつ健康に労働できるよ
うにするため、企業が負う義務のこと

※自己保健義務：労働者が自身の健康を維持するように
努める義務のこと
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メンタルヘルス対策
 ストレスから病気にかからないために

Q：同じ環境のなかで、全員が同じようにストレスを感じていると思いますか？

A：ストレスを感じる人、そのことでメンタル疾患を発症する人、それはひとそれぞ
れです。

ストレス・マネジメントとは？

身体や心に悪影響を起こすストレスに対し、上手に付き合いながら適切に対処す
ることです。

・個人でできるもの

リラックスのための息抜きや考え方の「くせ」を変える方法を実践してみる

・みんなで協力するもの

ストレスをためにくい快適な職場環境をつくりあげていく

支えあい、助け合いができる職場はストレスを軽減し、ひいては職員すべてにとって快適な
職場となります。チームワークを大切にして、ストレス・マネジメントに取り組んでいきま
しょう。

メンタルヘルス対策
セルフケアのポイント
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メンタルヘルス対策
セルフケアのポイント

メンタルヘルス対策
セルフケアのポイント

平日は仕事で忙しいからと、休日に寝
だめをしようと考えている人もいるか
もしれません。
しかし、睡眠をためておいたつもりで
も、次の日になるとやはり眠気が生じ
てきます。
睡眠不足を後から補うことはできます
が、長期的な睡眠不足から回復するに
は時間がかかります。
やはり毎日十分な睡眠をとることが大
切です。
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メンタルヘルス対策
セルフケアのポイント

メンタルヘルス対策
セルフケアのポイント
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メンタルヘルス対策
話を聴くときのポイント

メンタルヘルス対策
話を聴くときのポイント
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カスタマーハラスメント対策
 自治体におけるカスハラの発生状況

自治労は、職場でのカスタマーハラスメント、悪質クレームの実態調査を2020年10月に
開始し、16県本部19,000人に配布、14,213人の組合員から回答を得、結果を2021年8月に
公表しました。

（１）調査結果から見えてきたこと

①4分の3の職場でカスハラが発生

・過去3年間に住民から迷惑行為

悪質クレームを受けた人 46％

・職場で受けている人がいる 30％

※職場を見てみると

①生活保護76.8％ ②児童相談所61.4％

③保健所55.7％

病院、清掃関係は「自分が受けた」

「職場で受けている人がいる」を合わせ7割前後を占めている。

⇒いつか経験する可能性のある職場であるといえる。

カスタマーハラスメント対策
 自治体におけるカスハラの発生状況

（１）調査結果から見えてきたこと

②刑法違反も発生している

（暴力行為、弁償や金品の要求）

・暴言や説教 63.7％

・長時間のクレームや居座り

59.8％

・複数回に及ぶクレーム 58.7％

※暴力行為は、「公共交通（48.2％）」「児童相談所（43.2％）」「病院
（36.1％）」で多くみられる。

さらに、公共交通が「弁償や金品の要求（34.8％）」でも多く、特に地下鉄
（44.0％）で顕著にみられる。

セクハラ行為は、9.7％（自分、または職場で受けた人がいる）で病院の医療関係職
では31.2％と多く、公共交通の地下鉄でも25.4％を占めている。
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カスタマーハラスメント対策
 自治体におけるカスハラの発生状況

（１）調査結果から見えてきたこと

③ストレスの状況

迷惑行為や悪質クレームを自分が受けた経験のある職員 6,540人

強いストレスを感じた 65.7％

軽いストレスを感じた 29.8％

ほとんど感じなかった 3.2％

まったく感じなかった 0.7％

「強いストレスを感じた」職場

児童相談所 81.5％ 保健所の医療関係職 79.0％

病院 76.0％ 保育所・児童館・幼稚園 74.2％

公共交通 71.2％ 図書館等行政管理施設 70.2％

カスタマーハラスメント対策
厚生労働省の定義

①パワハラ指針（2020）

「顧客等からの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な
要求等）により、その雇用する労働者が就業環境を害されること」

②カスタマーハラスメント対策企業マニュアル（2022）

「顧客からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の妥当性
に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なも
のであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」
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カスタマーハラスメント対策
 自治労としての定義

「公共サービスの利用者等（労使以外の第三者）による必要かつ相当な範囲を超える言動に

よって、労働者の就業環境が害されること」

①「公共サービス」

地方自治体をはじめ自治体出資団体や指定管理、委託企業などによって提供される公的サー

ビスを意味し、その「利用者等」には、地域住民をはじめ各種議員や他の行政機関、取引先などすべての第

三者を含みます。

②「必要かつ相当な範囲を超える言動」

厚生労働省のパワハラ指針で「社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、

又はその態様が相当でないもの」とし、例えば、明らかに必要性のない言動／目的を大きく逸脱した言動／

手段として不適当な言動／当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らし許容できる

範囲を超える言動、が含まれるとしています。

③「労働者の就業環境が害される」

パワハラ指針で「当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快

なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の

支障が生じることを指す」とされている。また、個人の尊厳をはじめとする労働者の人権が侵害されること

（人格権の侵害）ことを意味します。

カスタマーハラスメント対策
自治労としてのカスハラの分類に対する見解

自治労として、厚労省のパワハラ指針に従った４つの類型と、自治労のア
ンケートの内容を抽出した20の例を示しています。

次の４つの類型のうちどれか（あるいは複数）に該当し、同時に労働者の
就業環境が害されているのであれば、カスタマーハラスメントと認められま
す。

カスタマーハラスメントの4つの類型
①明らかに必要性のない言動
②目的を大きく逸脱した言動
③手段として不適当な言動
④当該行為の回数、行為者の数等、その様態や手段が社会通念に照らして許容できる
範囲を超える言動
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カスタマーハラスメント対策
 カスタマーハラスメント対策の具体化を求めます。

2024春闘の重点課題として、「働きやすい職場をめざし、カスタマーハラスメン
トの実態把握と防止対策をはかること」としていました。

単組は

①カスタマーハラスメントの実態を把握するため、「職場における迷惑行為、悪

質クレームに関する調査票モデル」を参考に職場別に調査を行います。

※当局への要求にあたっては、まずは単組における実態を把握する必要があり

ます。本部作成の調査票モデルを参考に、各単組において調査項目等の検討

を行い、組合員の声を集約してください。

②実態を踏まえ、職場別対策の要求を具体化します。

※調査結果を集約することで、職場別に、どのような形態のカスタマーハラス

メントが発生しているのか、どのような職場で、どのようなリスクにさらさ

れているのか等を明らかにし、具体的な要求内容を決定してください。

カスタマーハラスメント対策
 カスタマーハラスメント対策の具体化を求めます。

④事業主が雇用管理上講ずべき措置
・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

措置① 方針の明確化と周知・啓発
措置② 行為者に対処する方針の規定等

・相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
措置③ 相談窓口の設定・周知
措置④ 相談への適切な対応の確保

・事後の迅速かつ適切な対応
措置⑤ 事案に係る事実確認の迅速かつ正確な確認
措置⑥ 被害者に対する配慮のための措置
措置⑦ 行為者に対する措置
措置⑧ 再発防止に向けた措置

・職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
措置⑨ 職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

・併せて講ずべき措置
措置⑩ プライバシーの保護
措置⑪ 相談等を理由とした不利益取扱いの禁止

・行なうことが望ましい取組
措置⑫ ハラスメントの相談窓口の一体化
措置⑬ 労働者や労働組合の参画
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カスタマーハラスメント対策
要求にあたっては、自治労本部作成のマニュアルも参考にしてください。
（https://www.jichiro.gr.jp/doc/pawahara/2023-cushara-manual.pdf）

※「職場における迷惑行為、悪質クレームに関する調査」報告書

（https://www.jichiro.gr.jp/doc/pawahara/2021cushara_report.pdf）

予防・対策マニュアルには、
チェックリストがありますので、
その内容も参考にしながら、協議

を進めてください。

カスタマーハラスメント対策
具体的な事例
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カスタマーハラスメント対策
具体的な事例

市が一連の投稿を把握したのは昨年10月頃。

芸能人の性加害問題を巡り、第三者を傷つける内容が書き込まれ、投稿を見た人から
「公務員がこんな書き込みをしていいのか」と市に苦情のメールが5件届いた。

市の調査に対して、本人はXでの発信を否定。同じ時期にこの職員の対応に苦情の
メールがあったことや、同様のアカウントが複数作られていたことから、市は第三者が
嫌がらせのため、成りすまして投稿したと判断した。

市は昨年11月、ホームページで職員と無関係のアカウントであることを周知。
さらに、他の職員でもトラブルが起こる可能性があるとして、3月から約1,000人の

職員の名札表記をフルネームから名字のみに変更した。

カスタマーハラスメント対策
具体的な取組事例（秋田県職 20240412課題別ウェブ会議より）

（１）ハラスメント対策の経過

・2020年３月にハラスメントの防止に関する指針・マニュアルを策定

・2022年５月「県民からの意見・提案等対応ガイドライン」策定。

カスタマーハラスメントの定義や対応例が示される

・2023年４月に本人または家族が相談できる外部相談窓口

（県社労士会への委託）設置

・2023年 クマによる人身被害がこれまでにない程増加

10月５日 クマ駆除の報道により抗議電話が殺到

５日以降、担当課だけでなく秘書課、人事課など県庁中枢の業務にも

大きく影響。職場を訪問するなか、音声録音や自動音声案内の必要性

を聴取
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カスタマーハラスメント対策
 具体的な取組事例（秋田県職 20240412課題別ウェブ会議より）

（１）ハラスメント対策の経過

・10月12日 要求書修正（録音や自動音声案内等の具体的対策を要求）

・10月23日 定例記者会見にて知事が「業務妨害」との認識

・10月25日 当局回答が前進（組織対応と電話の実証実験）

・10月31日 県議会で協力議員がカスハラ・パワハラ対策関連質問。

当局が現状を回答し、議員が改善を促した。

・11月９日 当局団体交渉。クマ駆除に係る抗議は一過性だとしても、日常的に

職員がクレームを受け、疲弊する職場への対応について質し、当局の具体的対

応（通話アプリケーションによる実証実験、250アカウント程度）を引き出す

・12月５日 県議会で自民党議員がカスハラ関連質問。

知事がガイドラインの見直しと通話録音装置を活用する旨の回答

・2024年３月 ガイドライン改訂。実証実験の概要（Teams電話による録音、文

字起こし）が職員へ展開。職員名札等の見直し

カスタマーハラスメント対策
 具体的な取組事例（秋田県職 20240412課題別ウェブ会議より）

（２）ガイドラインの改訂

・毅然とした対応、音声の録音、対応職員への配慮措置等について具体的に記載

・カスタマーハラスメントの定義・判断基準を明確化

・対応例を８種類にわたり例示

（時間拘束型、リピート型、暴言型、暴力型、威嚇・脅迫型、権威型、

SNS/インターネット上での誹謗中傷型、セクシュアルハラスメント型）

（３）迷惑電話への対応業務の改善

・コラボレーションツール（Teams電話等）の録音機能の導入による対応

・2024年度は実証実験、結果を踏まえて2025年度の電話設備更新時にコ

ラボレーションツールを本格導入

（４）職員の名札等の変更

・顔写真及び職名・フルネーム表記を廃止

・座席表についても名字のみの表記を原則とし生協が取り扱っていた「職員録」の販売も

廃止
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さいごに
労働安全衛生活動は、労使でそれぞれ役割分担をし、「今そこにあ
る危機」の対策をたて、快適な職場環境の整備をめざして活動しま
す。

長時間労働の是正、メンタルヘルスの対策は、「待ったなし」の状
況です。これを放置しておいてはいけません。

労使で協議できる場（安全衛生委員会）を立ち上げ、協議していく
ことが必要です。

共通の意識情勢の為に、「学習会・研修会」を労使共同開催で行い
ます。

さいごに
労働安全衛生法

（事業者等の責務）

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基
準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場
における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業
者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように
努めなければならない。

労働安全衛生は、賃金や雇用とならぶ労働組合の基本的な

課題です。安全衛生担当者等まかせにしないで、職場の労働
者が積極的に参加する活動として取り組む必要があります。


